
当施設の利用に要する費用は、要介護度によって異なりますが、主に介護サービス費、居住費、食費からなり介護サービス費については、
介護保険負担割合証に記載された負担割合分をお支払い頂きます。（下記の料金は１割負担の場合となっております）
居住費・食費は原則全額負担ですが、軽減適用を受けるには広域連合が発行する「介護保険負担限度額認定証」が必要です。

☆入所者に共通して加算される費用（１割負担の額）

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円

円

※別表

令和７年４月１日～特別養護老人ホーム　むらくも苑　ご利用料金表　≪従来型個室≫

介護度 要介護　１ 要介護　２ 要介護　３　 要介護　４ 要介護　５

居住費 １,２３１ 円 １,２３１ 円

介護サービス費 ５８９ 円 ６５９ 円

１,２３１ 円 １,２３１ 円 １,２３１ 円

円 ８０２ 円 ８７１ 円７３２

自己負担額
（日額）

３,２６５ 円 ３,３３５ 円

食費 １,４４５ 円 １,４４５ 円

３,４０８ 円 ３,４７８ 円 ３,５４７ 円

円 １,４４５ 円 １,４４５ 円１,４４５

円 １０４,３４０ 円 １０６,４１０ 円

加算項目 内　容　等 日額 月額

月額計算例
（30日で計算）

９７,９５０ 円 １００,０５０ 円 １０２,２４０

精神科医師定期的療養指導加算 精神科医師の定期的療養指導 ５ １５０

個別機能訓練加算（Ⅰ） 常勤の機能訓練指導員が計画書に基づき実施 １２ ３６０

日常生活継続支援加算 重度要介護者に対する体制 ３６ １,０８０

看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ） 常勤看護師１名以上配置・２４時間体制 １２ ３６０

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数に１４．０％を乗じた単位数 利用者別で異なる

夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ 夜勤者を基準より１名以上配置 １３ ３９０

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 科学的介護システムにて評価を受ける ４０

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 利用者の安全及びケアの質を確保する為の取り組み １０



☆該当者のみ加算される費用（１割負担の額）

※看取り加算について

　 入院や自宅に帰る等施設を退所し、翌月に亡くなられた場合に、看取り加算に係る一部負担金の

請求が生じる場合があります。

☆その他の料金

預かり金管理料

電気代（１品につき）

理美容代

３０ 円／日

１,５００ 円／回

死亡日 １,５８０ 円／日

配置医師緊急時対応加算
早朝・夜間の場合 ６５０ 円／回

深夜の場合 １,３００ 円／回

看取り介護加算（Ⅱ）

死亡日から遡り３１日～４５日 ７２ 円／日

死亡日から遡り４日～３０日 １４４ 円／日

死亡日の前々日と前日 ７８０ 円／日

１,０００ 円／月

外泊加算 月に６日まで ２４６ 円／日

療養食加算 療養食の提供 ６ 円／１食

初期加算 入所後３０日間算定 ３０ 円／日

安全対策体制加算 入所時に１回のみ算定 ２０ 円／回

加算項目 内　容　等 算定額


